
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年多くの方にお楽しみいただいております、「ときめきクリスマス」。今年も開催いたします!!詳細は未定ですが、

11 月中旬にはご案内できる予定です。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。 

しまんと町社会福祉協議会 電話：22-1195 担当：芝 卓也 

 

 

♪第 2 弾！セカンドライフ応援講座♪ 
講座も残り 2 回となりました。お申し込みをされていない方で今後参加を希望される方、又講座に関してのご

質問などありましたら、お気軽に社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。 

 （電話２２-１１９５ 担当：尾﨑 弘明） 
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平成２８年１１月１１日発行 

１１月号 

霜月 

社会福祉法第 82 条の規定により、しまんと町社会福祉

協議会では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整

えております。 

この仕組みは、利用者が安心して、適切な福祉サービ

スを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経

営者及び客観性が確保できる第三者による、適切な苦情

解決を図るものです。 

本会では、【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】を整

備し、適切な苦情解決に努めております。また、利用者

の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、【第三者

委員】を整備しております。 

苦情解決相談窓口のご案内 

 

職員の態度や

言葉づかいが

悪い 
 

サービス内容

が説明と違う 

みなさまの苦情や要望を 

お聞かせ下さい 

平成２８年度４月１５日より、高知県共同募金会四万十町支会として熊本地震の義援金受付窓口を設置

しております。 

１０月３１日現在の募金総額は、５，４１７，８０２円で、四国銀行窪川支店を通して高知県共同募金

会に送金しました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。 

なお、募金受付期間は、平成２９年３月３１日までとなっております。引き続き、皆様の善意とご協力

をお願いいたします。 

【お問い合わせ】本所（電話２２－１１９５ 担当：芝 卓也） 

◆熊本地震義援金のご報告◆ 

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
！ 

 

十和地区ミニサロン１2月予定表 

 

12日 風らっと十川（十和地域振興局） 

16日 風らっと四手崎（四手崎集会所） 

お申し込み・お問い合わせ 

⇒電話２７－１１７７ 担当：有田将也 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

窪川地区ミニサロン１2月予定表 

 

2日  風らっと神ノ西（神ノ西集会所） 

13日  風らっと六反地（六反地集会所） 

14日  風らっと峰ノ上（峰ノ上集会所） 

19日  風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 

22日 風らっと若井（若井グリーンセンター） 

26日 風らっと志和峰（志和峰集会所） 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話２２－１１９５ 

担当：足達有里・市川ひとみ 

１２月行事予定＆会議予定 
 
セカンドライフ応援講座 健康漫談           【13 日】 
くぼかわボランティア連絡協議会世話人会  
窪川給食サービス（調理担当：更生保護女性会）    【14 日】 
十和給食サービス（調理担当：支えの会）       【15 日】 
無料法律相談（大正健康管理センター）        【16 日】 
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【苦情解決責任者】事 務 局 長 長谷部 恵美 

【苦情受付担当者】 総務・地域課長 尾﨑  弘明 

 在宅福祉課長 田中  勇一 

☆第三者委員の任期満了に伴う改選で、３名の委員が再

任となりました。 

任期は、平成２８年１０月１日より２年間です。 
 
【第 三 者 委 員】 壬 生 直 徳 （電話 23-0023） 

 近 森 佐 代 子 （電話 27-0658） 

 山 本 美 知 代 （電話 28-5413） 

そろそろ紅葉のきれ
いな季節になってき
ましたね。 
日中は暖かい日が
続いていますが、空
気は乾燥し、風邪
をひきやすい気候に
なってきました。紅
葉見物に行かれる
際は、羽織物を一
枚持ってお出かけ
ください♪ 

 
時 間 １３：３０～１５：３０（受付１３：００～） 
場 所 四万十町社会福祉センター 
５回目 １１月  ８日  老後の暮らしとお金を考える 
６回目 １２月１３日  健康漫談 

 

１１月～１２月の講座予定 



どんなことをしてくれるの？ 
○福祉サービスの利用援助 
自分にあった福祉サービスを一緒に考え
ます。 

○日常的金銭管理サービス 
預貯金の出し入れや公共料金の支払いな
ど、日常のお金のやりとりをお手伝いし
ます。 

○書類などの保管サービス 
定期預金証書や実印など、重要な書類を
金融機関の貸金庫を利用して保管しま
す。 

利用料金は？ 
○訪問などによる援助 

1 時間 1,500 円（30 分単位でも利用可能） 
○書類などの保管サービス 
年間 6,000 円（毎月 500 円ずつ分割払い） 
※生活保護を受けている方は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜注意事項＞ 

① 「もろうてや」「ちょうだいや」の登録期間は３か月といたします。 

② 登録は、四万十町在住の方に限らせていただきます。 

③ 一物品に対し申し込みが多数の場合は、事務局にて抽選させていただきます。 

④ 「もろうてや」「ちょうだいや」物品が一致した場合、及び抽選にて当選した場合のみ、 

⑤ 事務局より電話連絡させていただきます。ご連絡は毎月上旬の予定です。 

⑥ 引き取り、回収は毎月上旬～中旬の予定です。 

⑦ 生もの、運搬に２名以上必要な大型及び重量物品等、一部お取扱いできないものがあります。 

⑧ その他、登録に関する詳細は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

この事業は、高齢者や障害者の方などが、福祉サービスの利用や金銭管理など日常生活に必要なことについて、

自分ひとりで判断することが難しくお困りの場合に、安心して暮らしていけるようにお手伝いする事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 5 日、11 名の受講生を迎

え、介護職員初任者研修がスタート

しました。 

11 月 25 日までの約 2 か月間、

お仕事をされている方がほとんど

ですが、頑張ってください!! 

 

 

 

 

ボランティア活動や地域活性化に取り組む個人や団体、NPO 法人など、地域で活動しているみなさん

に、活動分野や世代、立場の違いを超えて交流を深めてもらうために、『こうち NPO フォーラム 2016』

が開催されます。 

様々な団体の活動内容や想いを聞いて、高知を、そして、四万十町をより元気にパワーアップさせて

みませんか？ 

日時：2016年 12月 3日（土）10：00～16：30 

場所：高知県立ふくし交流プラザ（高知市朝倉戊 375-1） 

参加費：1,000円（昼食交流会費込） 

参加申込締切：11月 30日（水） 

☆詳細は、高知県ボランティア・NPOセンター（電話：088-850-9100）までお問い合わせください。 

 

 

 

高知県福祉活動支援基金とは、県民福祉の増進を図るため民間社会福祉施設及び

民間社会福祉団体等に対する支援を行い、社会福祉の増進に資することを目的とし

て助成及び貸付事業を行います。 

【対象団体・施設】 任意の福祉団体、社会福祉の向上を図るために設立された公益法人・ 

 NPO 法人など、高齢者・障害者/児・児童関係の福祉施設など 

基金に関する詳細は、社会福祉法人高知県社会福祉協議会（電話 088-844-9019）までお問い

合わせください。また、パンフレットをご覧になりたい方は、しまんと町社協に用意していますの

でご連絡ください。 

こんな物をもろうてや 

情報№ 物品名 状態（型式・サイズ・色・使用年数 等） 写真 

A-247 鏡台 高さ 1m20～30cm くらい（1 面）  

A-254 日本人形（箱入り）   

A-258 日本人形（ガラスケース入り） 購入後かなりの年数。古い。  

A-259 ひな人形（ガラスケース入り） 約 27 年前に購入。状態よし。サイズ大きめ。  

A-260 博多人形（ガラスケース入り） 約 25～26 年前に購入。状態よし。サイズ大きめ。  

A-263 テーブル（丸）   

A-265 自転車（子供用） 防犯登録の記憶なし。状態不明  

A-266 自転車（子供用） 防犯登録の記憶なし。状態不明  

A-269 

 

稿のむしろ 

 

  

A-270 

 

保温ポット 

 

電動でない 

 

 

A-271 

 

自転車 

 

大人用の小さ目 

 

 

こんな物をちょうだいや 

情報№ 物品名 具体的に（型式・サイズ・色・使用目的 等） 

M-441 火鉢 インテリア用に 

M-452 カラーボックス  

M-453 テーブル コタツくらいの高さ 

M-454 高座椅子 座面高 20～30ｃｍ 

M-458 自転車  

M-467 掛け軸 二つ 

M-470 おひつ  

M-471 七輪  

M-474 圧力なべ  

M-478 大人用三輪車  

M-481 CD ラジカセ  

M-482 

 

毛布 

 

 

M-483 

 

釣り道具一式 

 

 

M-484 

 

傘 

 

 

M-485 

 

CD ラジオデッキ 

 

 

M-487 

 

子供用自転車 

 

 

   

倉庫や押し入れに眠っている貴重な資源に新たな活躍の場が見つかるように、
社会福祉協議会がお手伝いさせていただきます。 

＜ご利用方法＞ 
① 「もろうてや」「ちょうだいや」にご登録ください。 

氏名、住所、電話番号（日中連絡のとれる連絡先）、ご希望の物品（情報誌に掲載されている場合は情報 No）
をご登録いただきます。お電話もしくは来所にて、必要事項を社協職員にお伝えください。 

② ご登録いただいた情報は、毎月２５日（休祝日の場合は翌営業日）を締切日とします。 
③ 「もろうてや」に登録された物品と、「ちょうだいや」に登録された物品が一致した場合、事務局が双方の意

思を確認のうえ、無料で引き取り・お届けいたします。 

【お問い合わせ】 電話 ２２－１１９５  担当：芝 卓 也（本所）、有田将也（大正・十和） 

【お問い合わせ】 
しまんと町社会福祉協議会 
本 所（山本麻子・松下優子）電話 22-1195 

大正支所（有田将也） 電話 27-1177 

しまんと町社協に、パンフレット、

申込書をご用意しております!! 

■平成 29年度高知県福祉活動支援基金のご案内■ あなたの団体の 

活動資金を 

お手伝い 


